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1.帳票ワークフローを発議する 

 メニュー「提出書類」 - 「提出」を選択し、表示される様式名をクリックして下さい。 

 

 

  

「提出書類」 - 「提出」を選択し、 

表示される様式名をクリック。 
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■帳票に入力する 

 「帳票ワークフロー発議」画面が表示されます。必要な項目を入力し、「発議」ボタンを押します。

発議せずに一旦保存する場合は「一時保存」ボタンを押してください。 

 入力内容を確認する場合は「プレビュー」ボタンを押してください。入力内容を反映した PDF が

プレビュー表示されます。 

 承認順序は、最後に発議したものが割り当てられています。まだ発議していない場合、ユーザに割

り当てられている役割に応じてデフォルトで選択されています。選択されているものを修正したい場

合は、「承認順序設定」ボタンを押し、承認順序を設定してください(「帳票の承認順序を設定する」

参照)。 

帳票に応じた各デフォルトの承認順序は各帳票入力マニュアルを参照してください。 
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 帳票の入力内容を入力した後、ワークフロー情報を入力してください。 

 

 ・標題(必須) 

  発議する帳票の標題を入力します。 

 ・登録フォルダ 

ワークフロー承認後に帳票鑑 PDF 及び添付ファイルを保存するフォルダを選択します。 

作成されるフォルダの詳細は、「現場作成時に作成されるフォルダ」をご覧下さい。ここ

で定められているフォルダのうち、発議しようとしている帳票に対応するものは背景色が

桃色で表示されます。 

 ・工事プロセス 

発議する帳票の対応する工事プロセスを選択します。工事打合せ簿の場合、最終決裁され

た際に電子納品にデータが登録されます。このとき、この入力内容が電子納品-打合せ簿

情報の管理区分として登録されます。また、発議された帳票を管理する場合、この工事プ

ロセスを元に絞込みをすることが可能です。 

    ・重要度 

     発議する帳票の重要度です。重要度が「最重要」/「重要」の場合は、発議・決裁される

度に上位決裁者に途中経過通知が送信されます。 

    ・確認立会員 

     これは材料確認願/段階確認願/確認・立会願にのみ表示されます。確認に立ち会う発注者
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ユーザを指定します。発議・決裁時に発議者とここで指定されたユーザに対しスケジュー

ルが登録されます。 

 ・回答希望日 

帳票に対する回答希望日を入力します。これを設定すると、決裁が希望日までに完了しな

かった場合、その時の決裁者に対し希望日である旨通知を送信します。 

 ・コメント 

     発議時のコメントを入力します。 

 ・決裁参考資料 

帳票を決裁する際に根拠となる資料や上位決裁者への連絡資料を添付することができま

す。 

ここで添付したファイルは処理履歴一覧に表示します。参照設定で特定のメンバーのみが

閲覧できるように制限をすることができます。 

※決裁参考資料として添付したファイルは、決裁完了時に文書管理フォルダ・電子納品に

は登録されません。 

 ・電子納品情報 

   以下の帳票に関しては、「電子納品情報」項目が追加されます。 

     項目の詳細に関しては、以下の資料を参照してください。 

      ・国総研 フリー書式 

       【参照】 

国総研帳票入力マニュアル(平成 15年度)  

6.国総研 フリー書式   ワークフロー情報の入力 

        国総研帳票入力マニュアル(平成 23年度)  

6. 国総研フリー書式   ワークフロー情報の入力 

      ・北海道開発局 フリー書式 

       【参照】 

北海道開発局帳票入力マニュアル  

5.北海道開発局 工事内容の変更指示書   ワークフロー情報の入力 

6.北海道開発局 工事内容の変更指示書（回答）   ワークフロー情報の入力 

8.北海道開発局 フリー書式   ワークフロー情報の入力 

 ・添付ファイル 

     帳票にファイルを添付する場合、添付ファイルの「追加」ボタンを押してファイルを添付

してください。最終決裁されると、帳票入力内容を元に自動作成した鑑帳票(PDF)と一緒

に文書管理に登録されます。 

 

 発議した場合、次の決裁者に依頼通知が自動送信されます。  
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■帳票の承認順序を設定する 

承認順序は、現場管理で帳票ごとに基本承認順序設定がされている場合は、優先順位の高い基本承認

順序設定が表示されます。現場管理で基本承認順序設定がされていない、または発議しようとしてい

るユーザから始まる基本承認順序設定が存在しない場合、これまでの発議帳票の中から最後に発議し

た際の承認順序が最初に設定されています。まだ発議していない場合、ユーザに割り当てられている

役割に応じてデフォルトで選択されています。選択されているものを修正したい場合は、「承認順序

設定」ボタンを押し、承認順序設定画面で設定してください。 

 

基本承認順序設定については、「帳票ワークフロー導入マニュアル 1.帳票ワークフローとは」を参照

して下さい。 

 

国総研の下記様式に関しては、「国総研帳票入力マニュアル(平成 23 年度) 7.帳票の承認順序を設定す

る」を参照してください。 

国総研様式(平成 23 年度) 

・様式-9 工事打合簿  

・様式-10 材料確認書  

・様式-11 段階確認書 

・様式-12 確認・立会依頼書  

・様式-14 工事履行報告書 

・フリー書式 ※正式な書式ではありません。使用するには受発注者間の協議が必要です。 

 

国総研の下記様式に関しては、「国総研帳票入力マニュアル(平成 15 年度) 7.帳票の承認順序を設定す

る」を参照してください。 

国総研様式(平成 15 年度) 

・様式-1 工事打合簿  

・様式-2 材料確認書  

・様式-3 段階確認書 

・様式-11 確認・立会依頼書  

・様式-5 工事履行報告書 

・フリー書式 ※正式な書式ではありません。使用するには受発注者間の協議が必要です。 

 

北海道開発局の下記様式に関しては、「北海道開発局帳票入力マニュアル 7.帳票の承認順序を設定す

る」を参照してください。 

北海道開発局様式 

・様式第 9 号 工事打合せ簿 

・様式第 11 号 段階確認願 

・様式第 14 号 立会願 

・様式第 12 号[第 11 条関係] 履行報告書 

・様式第 10 号 工事内容の変更指示書 

・様式第 10 号の 2 工事内容の変更指示書（回答） 
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・様式第 9 号 工事打合せ簿(ワンデーレスポンス対象工事用)  

・フリー書式 ※正式な書式ではありません。使用するには受発注者間の協議が必要です。 

 

三重県の下記様式に関しては、「三重県帳票入力マニュアル 3.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

三重県様式 

・第9号様式 工事打合簿 

・第12号様式 段階確認書 

 

長野県の下記様式に関しては、「長野県帳票入力マニュアル 3.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

長野県様式 

・工事打合せ簿 

・工事打合せ簿(平成26年12月改訂様式) 

 

京都府の下記様式に関しては、「京都府帳票入力マニュアル 3.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

京都府様式 

・様式 6 工事打合簿 

・様式11 工事履行報告書 

・様式 6 工事打合簿(平成 29 年 10 月改訂様式) 

 

福島県の下記様式に関しては、「福島県帳票入力マニュアル 3.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

福島県様式 

・第 10号様式 工事打合せ簿 

・第 8号様式 確認書 

・第 8号様式その 3 工事履行報告書 

 

富山県の下記様式に関しては、「富山県帳票入力マニュアル 4.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

富山県様式 

・様式第 52号 工事打合簿 

・様式第 56号 工事段階確認申出書 

・様式第 47号 工事履行報告書 

 

岩手県の下記様式に関しては、「岩手県帳票入力マニュアル 6.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

岩手県様式 

・様式第 43号 工事打合簿 
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・様式第 8号 材料確認願 

・様式第 42号 段階確認書 

・様式第 44号 確認・立会依頼書 

・様式第 7号 工事履行報告書 

 

宮城県の下記様式に関しては、「宮城県帳票入力マニュアル 4.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

宮城県様式 

・工事打合せ簿 

・段階確認書・立会願 

・工事履行報告書 

 

青森県の下記様式に関しては、「青森県帳票入力マニュアル 6.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

青森県様式 

・様式(19) 工事打合簿 

・様式(6) 材料確認書 

・様式(24) 施工検査確認書 

・様式(7) 確認・立会依頼書 

・様式(4) 工事履行報告書 

 

高知県の下記様式に関しては、「高知県帳票入力マニュアル 3.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

高知県様式 

・工事打合せ簿 

・段階確認実施表 

 

岐阜県の下記様式に関しては、「岐阜県帳票入力マニュアル 3.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

岐阜県様式 

・第１２号様式 指示・承諾・協議・提出・報告書  工事打合簿 

・第１６号様式 工事履行報告書 

 

秋田県の下記様式に関しては、「秋田県帳票入力マニュアル 6.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

秋田県様式 

・様式（16） 工事打合簿 

・様式（95） 材料確認願 

・様式（34） 段階確認書 

・様式（33） 確認・立会願 
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・様式（8） 工事履行報告書 

 

熊本県の下記様式に関しては、「熊本県帳票入力マニュアル 5.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

熊本県様式 

・報告・協議書 

・報告・協議書（現場業務委託） 

・段階確認・立会願 

・工事履行報告書 

 

山梨県の下記様式に関しては、「山梨県帳票入力マニュアル 2.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

山梨県様式 

・様式-1 工事打合簿 

 

長崎県の下記様式に関しては、「長崎県帳票入力マニュアル 4.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

長崎県様式 

・工事打合せ簿 

・段階確認書 

・工事履行報告書 

 

山形県の下記様式に関しては、「山形県帳票入力マニュアル 6.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

山形県様式 

・様式－１ 工事打合簿 

・様式－２ 材料確認願 

・様式－３ 段階確認書 

・様式－１１ 確認・立会願 

・様式第 10号の３ 工事履行報告書 

 

福岡市の下記様式に関しては、「福岡市帳票入力マニュアル 5.帳票の承認順序を設定する」を参照し

てください。 

福岡市様式 

・工事打合せ簿 

・協議書 

・通知書 

・工事履行報告書 
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<基本承認順序設定を利用し設定する場合> 

良く使う承認順序を現場管理の基本承認順序設定として登録されている場合、帳票を発議しようとし

ているユーザから始まる基本承認順序設定が表示されます。 

承認順序の内容、承認順序名や利用期間等も確認の上、適切な承認順序を選択し、「設定」ボタンを

押して下さい。 
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<既に発議している場合> 

既に発議している場合、「過去に決裁したものを利用し設定する。」が選択されており、新しいもの順

で承認順序が表示されています。利用可能なものがある場合、設定を変更し「設定」ボタンを押して

ください。 
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<テンプレートから選択する場合> 

まだ発議していない場合や、過去に発議したものは利用しない場合、各帳票毎に設定されているテン

プレートから承認順序を設定することができます。この場合、「表示内容」のコンボボックスで「テ

ンプレートを利用し設定する。」を選択してください。 
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<新規に設定する場合> 

新規に承認順序を設定する場合は、「表示内容」のコンボボックスで「新規に設定する。」を選択して

ください。 
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2.未発議の帳票を発議する 

 帳票を一時保存した場合、その帳票は発議されません。一時保存した未発議の帳票を発議する場合、

下記の手順で発議してください。 

 

 

 

  

「提出書類」 - 「承認」を選択し、 

表示される様式名をクリック。 

 

一時保存している場合、「未発議」と表

記されます。 

一時保存した帳票がある場合、 

「(未処理○件)」と表示されます。 
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「帳票ワークフロー決裁」画面が表示されます。必要事項を入力し、「発議」ボタンを押してくださ

い。入力項目については「1.帳票ワークフローを発議する」の「帳票に入力する」を参照してくださ

い。 
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一時保存時に設定した承認順序が表示

されます。 
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3.既に作成した帳票を元に発議する 

 既に作成した帳票を元に新しく帳票を発議することができます。必要な内容を入力しなおし発議し

てください。他のユーザが作成し、一時保存中の帳票を元に発議することも可能です。 

 

 

 

「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されます。発議元とする帳票の標題をクリックしてくださ

い。 

  

「提出書類」 - 「閲覧・変更・ダウンロード」

を選択し、表示される様式名をクリック。 
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「帳票ワークフロー処理状況詳細」画面が表示されます。「再利用」ボタンを押してください。 

 

「帳票ワークフロー決裁」画面が表示されます。予め再利用元の内容が入力されています。発議する

場合は「発議」ボタンを押してください。入力項目については「1.帳票ワークフローを発議する」の

「帳票に入力する」を参照してください。 
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4.依頼された帳票を決裁する 

 自分に依頼された帳票の決裁を行います。ここでは下記決裁が可能です。 

 

・ 承認…次の決裁者に決裁を回します。 

・ 否決…自分の時点で決裁を否決し終了させます。 

・ 決裁を保留し回答期限を回答する。 

・ 差戻し…指定の決裁者まで帳票を差し戻します。 

・ 合議依頼…他工区の監督員など、承認対象ではないユーザに帳票内容を確認します。 

 

 

 

「ワークフロー処理依頼」画面が表示されます。処理する帳票の標題をクリックしてください。 

 

表見出しの「起案者・発議者」/「直前者」はクリックすることで絞込みが可能です。 

 また、「並び順」コンボボックスで並び順を指定して、並べ替えを行うことができます。 

  

…絞込み 

…並び替え 

「提出書類」 - 「閲覧・変更・ダウンロード」

を選択し、表示される様式名をクリック。 

 

「提出書類」 - 「承認」を選択し、 

表示される様式名をクリック。 

 

自分に依頼された帳票がある場合、 

「(未処理○件)」と表示されます。 
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 「帳票ワークフロー決裁」画面が表示されます。 
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設定されている承認順序が表示され

ます。 

添付ファイルを一括ダウンロードし

ます。 
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■承認する 

次の決裁者が存在する場合は、次の決裁者に決裁を回します。存在しない場合、最終承認が行われ

決裁が完了します。 

承認する場合は必要な項目を入力し、「帳票ワークフロー決裁」画面で「承認」ボタンを押してく

ださい。 

決裁後の承認順序を変更する場合は、「承認順序設定」ボタンを押し、自分以降の承認順序を再設

定してください(「帳票の承認順序を再設定する」参照)。次の決裁者には自動的に処理依頼通知が送

信されます。また、最初に受理した承認の場合、発議者に承認した旨通知されます。 

 ・登録フォルダ 

ワークフロー承認後に帳票鑑 PDF及び添付ファイルを保存するフォルダを選択します。現

場作成時に作成されるフォルダの詳細は、「現場作成時に作成されるフォルダ」をご覧下

さい。ここで定められているフォルダのうち、発議しようとしている帳票に対応するもの

は背景色が桃色で表示されます。 

・工事プロセス 

発議する帳票の対応する工事プロセスを選択します。工事打合せ簿の場合、最終決裁され

た際に電子納品にデータが登録されます。このとき、この入力内容が電子納品-打合せ簿

情報の管理区分として登録されます。また、発議された帳票を管理する場合、この工事プ

ロセスを元に絞込みをすることが可能です。 

・重要度 

     決裁する帳票の重要度です。重要度が「最重要」/「重要」の場合は、発議・決裁される

度に上位決裁者に途中経過通知が送信されます。 

    ・確認立会員 

     これは材料確認願/段階確認願/確認・立会願にのみ表示されます。確認に立ち会う発注者

ユーザを指定します。決裁時に発議者とここで指定されたユーザに対しスケジュールが登

録されます。 

・回答期限日 

現時点では判断できない場合、決裁を一時保留し回答期限日を宣言します。詳細は「決裁

を保留し回答期限を回答する」を参照してください。 

 ・コメント 

     承認のコメントを入力します。 

・決裁参考資料 

帳票を決裁する際に根拠となる資料や上位決裁者への連絡資料を添付することができま

す。 

ここで添付したファイルは処理履歴一覧に表示します。参照設定で特定のメンバーのみが

閲覧できるように制限をすることができます。 

※決裁参考資料として添付したファイルは、決裁完了時に文書管理フォルダ・電子納品に

は登録されません。 
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■帳票の承認順序を再設定する 

承認順序設定画面では、現在決裁しようとしている帳票の承認済み決裁部分と同じ承認順序を持つも

のから承認順序を再設定することが可能です。利用可能なものがある場合、設定を変更し「設定」ボ

タンを押してください。 
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<基本承認順序設定を利用し選択する場合> 

現在決裁しようとしている帳票の承認済み決裁部分と基本承認順序設定の承認順序が一致するもの

から承認順序を再設定することが可能です。「表示内容」のコンボボックスで「基本承認順序設定を

利用し設定する。」を選択してください。 

※一致するものがない場合はコンボボックス内に「基本承認順序設定を利用し設定する。」は表示さ

れません。 
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<テンプレートから選択する場合> 

現在決裁しようとしている帳票の承認済み決裁部分とテンプレートの承認順序が一致する場合、これ

を利用することができます。「表示内容」のコンボボックスで「テンプレートを利用し設定する。」を

選択してください。一致するものがない場合はコンボボックス内に「テンプレートを利用し設定する。」

は表示されません。 

 

 

<新規に設定する場合> 

新規に承認順序を設定する場合は、「表示内容」のコンボボックスで「新規に設定する。」を選択して

ください。 
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■否決する 

帳票が適正なものでない場合、自分の時点で決裁を却下し終了させます。この場合「帳票ワークフ

ロー決裁」画面で「否決」ボタンを押してください。 

 ・コメント 

     承認のコメントを入力します。 

 

■決裁を保留し回答期限を回答する 

現時点では判断しかねる場合、回答期限日を回答することができます。この場合「帳票ワークフロ

ー決裁」画面で「回答期限日」の「設定」ボタンを押してください。 

「回答期限日設定」画面がサブウィンドウで表示されます。回答期限日を設定し、「設定」ボタン

を押してください。 

 

・回答期限日 

回答期限日を入力します。回答期限日を解除する場合、入力を空にして下さい。 

 ・コメント 

     回答期限設定時のコメントを入力します。 

 

回答期限日を設定した場合、処理依頼だった場合は発議者に、合議依頼だった場合は合議依頼者に

自動的に回答期限日連絡通知が送信されます。 
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■差戻し 

所定の決裁者まで決裁を差し戻します。この場合「帳票ワークフロー決裁」画面で「差戻し」ボタ

ンを押してください。 

「帳票ワークフロー決裁差戻し」画面が表示されます。入力後「実行」ボタンを押してください。 

 

 ・登録フォルダ 

ワークフロー承認後に帳票鑑 PDF 及び添付ファイルが保存されるフォルダが表示されま

す。 

作成されるフォルダの詳細は「現場作成時に作成されるフォルダ」をご覧下さい。 

・差戻し先 

差戻し先の決裁者を選択します。上から順に決裁の順で並んでいます。 

 ・コメント 

     差戻し時のコメントを入力します。 

・決裁参考資料 

帳票を決裁する際に根拠となる資料や上位決裁者への連絡資料を添付することができま

す。 

ここで添付したファイルは処理履歴一覧に表示します。参照設定で特定のメンバーのみが
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閲覧できるように制限をすることができます。 

※決裁参考資料として添付したファイルは、決裁完了時に文書管理フォルダ・電子納品に

は登録されません。 

 

差し戻した場合、差し戻し先の決裁者に対し、自動的に差戻し通知が送信されます。 
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■合議依頼する 

他工区の監督員など、承認対象ではないユーザに帳票内容の確認依頼を行います。合議依頼対象の

ユーザの決裁を受けて承認や否決等を行って下さい。合議対象のユーザが承認・否決を行ったとして

も、次の決裁に進んだり、帳票が否決されたりすることはありません。合議依頼を実行する場合は「帳

票ワークフロー決裁」画面で「合議」ボタンを押してください。 

「帳票ワークフロー合議」画面が表示されます。入力後「実行」ボタンを押してください。 
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・合議依頼先選択 

合議依頼対象のユーザを選択します。選択すると、「合議依頼先」に選択ユーザが移動し

ます。 

・合議参照設定 

合議先のユーザ以外で合議内容を参照できるユーザを設定する場合、役割から選択してく

ださい。 

 ・合議依頼 

     合議依頼時のコメントを入力します。 

・決裁参考資料 

帳票を決裁する際に根拠となる資料や上位決裁者への連絡資料を添付することができま

す。 

ここで添付したファイルは処理履歴一覧に表示します。合議依頼時に添付した決裁参考資

料は、合議依頼先・合議参照設定で登録したユーザのみ閲覧することが出来ます。 

※決裁参考資料として添付したファイルは、決裁完了時に文書管理フォルダ・電子納品に

は登録されません。 

 

合議依頼した場合、合議依頼先ユーザに対し、自動的に合議依頼通知が送信されます。また、合議

依頼先ユーザが合議決裁を行った場合、自動的に合議決裁通知が返信されてきます。 
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■決裁中の帳票を修正する 

承認者により、ワークフローの途中において帳票（鑑）の修正、添付ファイルの差し替えができま

す。これにより、差し戻さずに帳票処理を続行することが出来ます。 

 

 

 

「ワークフロー処理依頼」画面が表示されます。決裁依頼が来ている帳票の標題をクリックします。 

 

  

「提出書類」 - 「閲覧・変更・ダウンロード」

を選択し、表示される様式名をクリック。 

 



 

  33/67 

「帳票ワークフロー決裁」画面が表示されます。「処理状況画面へ>>」ボタンを押してください。 

 

 

確認画面が表示されます。 

 

  

 

 

 

 

 

「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されます。「決裁中帳票修正」ボタンを押してください。 
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ここでは、押印部分以外の帳票内の情報を修正することが出来ます。 
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また、標題の修正、添付ファイルの追加 / 差し替え / 削除も可能です。 

 

 

この機能により帳票の修正を行うと修正履歴が残ります。 

修正履歴は、表示するかどうか設定することができます。 

 参照：帳票ワークフロー-導入マニュアル 3.帳票ワークフロー設定 
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決裁中帳票修正完了後、「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されます。「帳票ワークフロー決

裁」画面を表示するには「決裁画面へ>>」ボタンをクリックして下さい。 
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5.帳票の処理状況を確認する 

 ログインユーザに参照権限のある帳票の処理状況が確認できます。下記のいずれかを満たす帳票が

確認できます。 

 

・ 決裁したことがあるか、決裁依頼されている。 

・ 決裁依頼はまだ来ていないが、承認順序で設定されておりそのうち決裁依頼される。 

・ 参照権限が設定されている。 

 

 

 

「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されます。 

 

 回答期限日が過ぎている場合、標題部分に  が表示され、回答期限日を過ぎている場合は

が表示されます。 

「並び順」コンボボックスで並び順を指定して、並べ替えを行うことができます。 

「発議事項」は、打合せ簿が表示されていないときは、表示されません。 

…絞込み 

…並び替え 

「提出書類」 - 「閲覧・変更・ダウンロード」

を選択し、表示される様式名をクリック。 
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 帳票の詳細を確認する場合は、その帳票の標題をクリックしてください。 

 

 

「一覧表示設定」ボタンをクリックして表示する帳票ワークフロー一覧表示設定画面より、帳票ワ

ークフロー処理状況画面に表示する各項目の表示設定と絞込み条件の設定が可能です。 

 

 

 

 

鑑帳票(PDF)を表示します。 

鑑帳票(PDF)と添付ファイルを一括ダウ

ンロードします。 
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6.依頼されていない帳票を決裁する 

 依頼されていない帳票に対し下記を行うことができます。 

 

・ 飛び承認…まだ決裁依頼は来ていないが、承認順序で設定されており、そのうち依頼されるユー

ザ下位決裁者を飛び越し、先に決裁することができます。飛び承認で承認すると、下位決裁者は

「後閲」状態となり、承認決裁のみ可能となります。下記の場合、監督員・主任監督員・総括監

督員は飛び承認が可能です。また、もし主任監督員が飛び承認で承認した場合、監督員は後閲と

なるため承認しかできません。 

 

 

 

・ 代理承認…管理権限もしくは代理承認の権限がある場合、代理承認が可能です。代理承認は現在

処理依頼中の決裁を代理で承認します。 

 

 

 

 

 

  

「提出書類」 - 「閲覧・変更・ダウンロード」

を選択し、表示される様式名をクリック。 
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「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されます。飛び承認または代理承認を行う帳票の標題をク

リックしてください。 

 

「帳票ワークフロー処理状況」詳細画面が表示されます。 
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■飛び承認する 

「帳票ワークフロー処理状況詳細」画面で「飛び承認」ボタンを押してください。飛び承認する役割

を確認するダイアログが表示されます。 

 

 

「OK」を押すと「帳票ワークフロー飛び承認」画面が表示されます。 

 
 

内容自体は「帳票ワークフロー決裁」画面とほぼ同じです。詳細は「4.依頼された帳票を決裁する」

を参照してください。ここでは下記が可能です。 

 

・承認…飛び承認が実行され、下位決裁者は後閲状態となり承認のみが可能となります。 

・差戻し…現在処理依頼中の決裁者の決裁を待たずに指定の決裁者への差戻しを実行します。

詳細は「差戻し」を参照してください。 

・否決…この時点で帳票は否決され、決裁は完了します。 
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■代理承認する 

「帳票ワークフロー処理状況詳細」画面で「代理承認」ボタンを押してください。「帳票ワーク 

フロー代理承認」画面が表示されます。 

 

 

 

内容自体は「帳票ワークフロー決裁」画面とほぼ同じです。詳細は「4.依頼された帳票を決裁する」

を参照してください。ここでは下記が可能です。 

 

・承認…代理承認が実行され、次の決裁者に処理依頼通知が自動送信されます 

・差戻し…指定の決裁者への差戻しを実行します。詳細は「差戻し」を参照してください。 

・否決…この時点で帳票は否決され、決裁は完了します。 
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7.発議した帳票の日付を変更する（発議書類確認機能） 

 主任監督員または現場代理人により、最終承認後に日付の変更があった場合、帳票日付を修正する

ことができます。修正できる日付は、発議日 / 受理日 / 決裁完了日 の３つのみです。 

 

帳票日付を修正するには、ログインユーザが下記のいずれかを満たす必要があります。 

 ・帳票を持つ現場の現場管理者 

 ・帳票に対する管理権限があるユーザ 

 ・発議書類確認機能権限を与えられたユーザ 

 

発議書類確認機能権限は、総括監督員に指示を受けたシステム管理者により設定されます。 

 

 

 

「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されます。処理状況が「完了」の帳票の標題をクリックし

てください。 

 

「提出書類」 - 「閲覧・変更・ダウンロード」

を選択し、表示される様式名をクリック。 

 



 

  44/67 

「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されます。「発議書類確認」ボタンを押してください。 

 
 日付が修正できるようになります。 
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また、発議書類確認機能によりワークフロー情報の標題も修正することができます。 

 

 

この機能により帳票の修正を行うと、修正履歴が残ります。 

修正履歴は、表示するかどうか設定することができます。 

 参照：帳票ワークフロー-導入マニュアル 3.帳票ワークフロー設定 
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8.最終決裁処理が完了した帳票を修正するには（再開機能） 

 誤って最終決裁処理を行ってしまった場合や最終決裁後に内容及び添付ファイルの不備等が 

判明した場合、否決された帳票を修正して再決裁する場合など、最終決裁処理を取り消し、 

決裁処理を再開し、最終決裁処理前の状態に戻す事ができます。 

最終決裁処理後に決裁処理を再開するには、ログインユーザが下記のいずれかを満たす必要が 

あります。 

・帳票の最終決裁者 

・帳票を持つ現場の現場管理者 

・帳票に対する管理権限があるユーザ 

・帳票に対する代理承認権限があるユーザ 

 

 

 

「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されます。処理状況が「完了」の帳票の標題をクリックし

てください。 

 

「提出書類」 - 「閲覧・変更・ダウンロード」

を選択し、表示される様式名をクリック。 
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「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されます。「再開」ボタンを押してください。 

 

確認画面が表示されます。 
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最終決裁者が再開を実行した場合、下記の確認画面が表示されます。 

引き続き再開した帳票の決裁を行う場合は「ＯＫ」ボタンを押し、決裁画面へ移動します。 

「キャンセルボタン」を押すと帳票処理状況一覧画面へ移動します。 

  

 最終決裁処理をやり直す事ができます。 

 

 

この機能により帳票の修正を行うと、処理履歴上に再開処理された履歴が残ります。 

画面表示例（再開処理前）： 

 

画面表示例（再開処理後）： 

 

 

修正したい内容に応じて帳票の修正を行います。 

 

修正例： 

添付ファイルを追加したい場合・・・決裁画面から添付ファイルの「追加」 

承認順序や承認者の不足など承認過程に問題がある場合・・・決裁画面から「差戻し先指定」 

内容の修正、添付ファイルの差し替えを行う場合・・・帳票処理状況から「決裁中帳票修正機能」 

 

≪補足≫ 

再開後に決裁が最終承認された場合、下記のようにデータを自動更新します。  

 電子納品…登録済みの電子納品情報を、再開後に決裁された帳票のデータに合わせて更新します。  

 文書管理…登録済みの文書管理情報を、再開後に決裁された帳票のデータに合わせて更新します。 
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9.発議・承認を取り下げる（取下げ機能） 

発議、もしくは決裁を行った帳票の取り下げを行い、帳票の内容を修正した上で再度発議・決裁を行

うことができます。 

取り下げを行える帳票は下記となります。 

 

・自分が発議を行った後、次の承認順序のユーザが決裁を行う前の帳票 

・自分が決裁を行った後、次の承認順序のユーザが決裁を行う前の帳票 

※但し、最終決裁者の決裁が完了した帳票を取り下げることはできません。 

 

 

 

参照が許可されている帳票ワークフローの一覧が表示されます。 

取り下げしたい帳票の標題を選択します。 

 

「提出書類」 - 「閲覧・変更・ダウンロード」

を選択し、表示される様式名をクリック。 
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「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されますので、「取り下げ」ボタンをクリックします。 

 

 

「帳票ワークフロー決裁取り下げ」画面が表示されますので入力後、「実行」ボタンを押します。 
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取り下げを行った確認のメッセージが表示されます。 

 

このまま再度決裁・発議を行う場合は「OK」ボタンを押してください。 

「キャンセル」ボタンを押すと、「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されます。 
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10.事前打合せするには 

 帳票提出前の事前打合せができます。基本的にはワークフローと同じですが、ワークフローが 

手順を追って複数の段階で決裁されるのに対し、事前打合せはより容易に対象となる受付先(優先順

位なし)に提出し、そこで回答を得ます。 

 通常のワークフローの処理と同じように、回答希望日の設定(ワンデーレスポンス機能)、合議 /

差戻し / 再利用 / ファイルの添付が可能です。 

 事前打合せが終わると、その内容を元に帳票を本提出できます。 

 

■帳票の事前打合せを発議する 

 ワークフローを用いて帳票を発議します。 

 

 

「ワークフロー処理依頼」画面が表示されます。 

 

  

  

「発議・新規起案」アイコンをクリック 

「その他」を選択し、「ワークフロー」を 

クリック。 
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「帳票発議」画面が表示されます。「帳票事前打合せ発議」タブをクリックします。 

「帳票事前打合せ発議」画面が表示されますので、発議する帳票名をクリックしてください。 
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「帳票ワークフロー決裁」画面が表示されます。必要事項を入力し、「発議」ボタンを押してくだ

さい。帳票は提出する場合に最初に記入できる部分(発議時に入力できる部分)のみ入力できます。 

入力項目については「1.帳票ワークフローを発議する」の「帳票に入力する」を参照してください。 
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 帳票の入力内容を入力した後、ワークフロー情報を入力してください。 

 

  ・受付者 

事前打合せの受付先を選択します。 

 

発議した場合、受付者に依頼通知が自動送信されます。 

 

 

  

事前打合せの受付先の選択 
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■事前打合せ帳票を決裁する 

事前打合せ帳票の決裁については、依頼された帳票を決裁する手順で行います。 

「4.依頼された帳票を決裁する」を参照してください。 

 

■事前打合せを元に帳票を発議する(完了通知より) 

事前打合せが全て承認された場合、発議者は完了通知から帳票を発議できます。 

 

 

 

「ワークフロー処理依頼」画面が表示されます。帳票を発議する事前打合せの完了通知標題をクリッ

クしてください。 

 

 

 

 

 

 

「確認(完了)」の場合、完了通知です。 

「提出書類」 - 「承認」を選択し、 

表示される様式名をクリック。 

 

完了通知がある場合、 

「(未処理○件)」と表示されます。 
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「帳票ワークフロー事前打合せ決裁」画面が表示されます。「発議」ボタンをクリックしてください。 

 

 

「帳票ワークフロー発議」画面が表示されます。予め事前打合せの内容が入力されています。必要事

項を入力し、「発議」ボタンを押してください。入力項目については「1.帳票ワークフローを発議す

る」の「帳票に入力する」を参照してください。 
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■事前打合せを元に帳票を発議する(完了通知確認後) 

既に完了通知の「確認」を行った場合は、「帳票処理状況」より事前打合せを元に帳票を発議できま

す。 

 

 

 

処理する事前打合せ帳票の標題をクリックしてください。 

 

  

発議済みかどうか判別できます 

「提出書類」 - 「閲覧・変更・ダウンロード」

を選択し、表示される様式名をクリック。 
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「帳票ワークフロー処理状況」画面が表示されます。「発議」ボタンを押してください。 

 

 

「帳票ワークフロー発議」画面が表示されます。予め事前打合せの内容が入力されています。必要

事項を入力し、「発議」ボタンを押してください。入力項目については「1.帳票ワークフローを発議

する」の「帳票に入力する」を参照してください。 
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発議すると、事前打合せ帳票は完了になります。 

 

  
完了になる 

事前打合せを元に 

発議された帳票 
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11.帳票を削除する 

  

帳票を削除するには、ログインユーザが下記のいずれかを満たす必要があります。  

・ 帳票を持つ現場の現場管理者 

・ 帳票に対する管理権限があるユーザ 

・ 発議書類確認機能権限を与えられたユーザ 

・ 帳票削除権限を与えられたユーザ 

・ 帳票の発議者 

 

 

 

帳票を削除する場合は、その帳票の標題をクリックしてください。 

 

  

「提出書類」 - 「閲覧・変更・ダウンロード」

を選択し、表示される様式名をクリック。 
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権限がある場合に「削除」ボタンが表示されます。 

 

 

  

表示されている帳票を削除することが

できます。 
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12.削除した帳票の一覧を確認する 

 ログインユーザに参照権限のある帳票の削除履歴が確認できます。下記のいずれかを満たす帳票が

確認できます。 

・ 帳票を持つ現場の現場管理者 

・ 帳票に対する管理権限があるユーザ 

・ 発議書類確認機能権限を与えられたユーザ 

・ 帳票削除権限を与えられたユーザ 

 

 

 

 

参照権限がある場合に「削除履歴」ボタンが表示されます。 

 

  

「削除履歴」ボタンをクリック 

「提出書類」 - 「閲覧・変更・ダウンロード」

を選択し、表示される様式名をクリック。 
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“削除履歴一覧”画面が表示され、参照が許可されている削除された帳票が表示されます。 
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13.他機能とのデータ連携 

 帳票ワークフローでは、BeingCollaboration 内の他機能とデータ連携します。データ連携する

のは下記の三機能です 

 

 ・電子納品 

 ・文書管理 

 ・スケジュール 

 

■電子納品/文書管理との連系 

最終承認された場合、下記のようにデータを自動登録します。 

 電子納品  

 現場の電子納品バージョンが下記である場合 

・国交省 土木 平成 22年 9月改訂版/平成 28年 3月改訂版/平成 31年 3月改訂版 

・国交省 電気 平成 22年 9月改訂版/平成 28年 3月改訂版/平成 31年 3月改訂版 

・国交省 機械 平成 28年 3月改訂版/平成 31年 3月改訂版 

 工事打合せ簿/材料確認願/段階確認願/確認・立会願/工事履行報告書…電子納品で「工

事打合せ簿」として帳票の内容が自動登録されます。 

 上記以外…電子納品で「その他資料」として帳票の内容が自動登録されます。 

 現場の電子納品バージョンが国交省 土木 平成 22 年 9 月改訂版よりも前のものの場合  

 工事打合せ簿…電子納品で「工事打合せ簿」として帳票の内容が自動登録されます。 

 上記以外…電子納品で「その他資料」として帳票の内容が自動登録されます。 

 文書管理  

 登録フォルダで選択したフォルダに、帳票鑑 PDF 及び添付ファイルが自動登録されます。 
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■現場作成時に作成されるフォルダ 

現場を作成すると、その現場の文書管理が作成現場フォルダの指定に応じて自動的に作成されます。 

通常は「情報共有基準案 Rev.4.0,5.1対応」を指定してください。 

作成現場フォルダで情報共有基準案 Rev.4.0,5.1対応を指定すると以下のフォルダが作成されます。 

フォルダ構成 
備考 

第一階層 第二階層 第三階層 

調査・設計成果 調査・設計業務報告書/詳細設計図 

設計図書 
発注者が電子データを登録。共通仕様書/

特記仕様書など 

前工事の図面 工事完成図(必要に応じて発注者が登録) 

契約関係書類等 
受注者が電子データを登録する。現場代

理人等通知書/請負代金内訳書など 

施工計画 

計画書 
施工計画書/総合評価計画書/ISO9001品

質計画書 

設計照査 
設計図書の照査確認資料/工事測量成果

表/工事測量結果 

施工体制 施工体制台帳/施工体系図 

施工管理 

工事打合せ簿(指示）   

工事打合せ簿(協議）   

工事打合せ簿(承諾）   

工事打合せ簿(提出）   

工事打合せ簿(報告）   

工事打合せ簿(通知）   

関係機関協議 関係機関協議資料 

近隣協議 近隣協議資料 

材料確認 材料確認書 

段階確認 段階確認書 

確認・立会 確認・立会依頼書 

工事写真 

着手前・完成写真 

電子納品-工事写真を BeingCollaboration

上でやり取りする場合に利用。 

施工状況写真 

安全管理写真 

使用材料写真 

出来形管理写真 

品質管理写真 

事故写真 

災害写真 

その他写真 

安全管理 工事事故報告書 

工程管理 履行報告 工事履行報告書 
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出来形管理 
出来形管理資料 出来形管理図表 

数量計算書 出来形数量計算書 

品質管理 
品質管理資料 品質管理図表 

品質証明資料 材料品質証明資料/品質証明書 

その他 

報告書等 
新技術活用関係資料/総合評価実施報告

書 

建設リサイクル 
再生資源利用計画書(実施書)/再生資源

利用促進計画書(実施書) 

創意工夫 創意工夫・社会性等に関する実施状況 

イメージアップ イメージアップの実施状況 

CIM 等 
i-Construction や CIM に関係する 3 次元

データや属性情報 

電子納品成果物 
提出用電子納品成果物(工事帳票/工事

写真) 

事前打合せ 事前打合せ用共有フォルダ 

 

 

■スケジュールとの連携 

 帳票が決裁された場合、帳票での入力時間データがスケジュールに自動登録されます。自動登録さ

れるのは下記四帳票となります。 

 

 ・材料確認願…確認日 

 ・段階確認願…施工予定日/確認予定日/確認実施日 

 ・確認・立会願…希望日時/実施日時 

 ・休日・夜間作業届(関東地方整備局(電子メール添付様式)のみ利用可能)…作業年月日 
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